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《後期高齢者医療制度不服審査請求》

「請求人の口頭意見陳述は、審査委員が直接聞
きます」～ついに審査会の重い扉をこじ開けた！
不服審査請求では、請求人自らが審査会に意見を述べる場として「口頭意見陳述」の制度があります。これま

で２回の口頭意見陳述が行われましたが、いずれも非公開で、一人ずつ部屋に呼び込まれてテープレコーダーに
向かって意見を述べる方法で行われました。一人の審査委員も参加しない非民主的なやり方に請求人の怒りが高
まっていました。

怒る会では、 )口頭意見陳述の公開、 )審査委員の参加を求めて繰り返し要求し、文書での「申立書」も２度1 2
に渡って提出していました。１回目の回答は、いずれの要望も聞き入れない冷たい対応に終わり、２回目の「申
立」は２月２日に提出していましたが、審査会からの回答が来ないまま今日に至っていました。そのため、第３
次分１６８名の審査が全く進展しないまま８ヶ月が経過しています。

そのような中、ようやく４月９日に、審査会事務局から口頭意見陳述についての回答を得ました。
審査会の申立に対する回答は、
（１）口頭意見陳述の「公開」はプライバシーの問題や他の審査請求者との関係で認められない。
（２）審査委員の参加については、審査委員が直接意見を聞くこととした。方法としては、口頭意見

、 「 」 。陳述に何人かの審査委員が参加するのではなく 公式な 審査会 会議の場で意見を聞くこととする
と言うものでした 「公開」については認められませんでしたが、公式な場で審査委員全員に意見陳述を行うこ。
とになったのは、ねばり強い交渉の結果です。
回答では、請求人ではなく全権委任している代理人が意見を述べてはどうかという提案がありましたが、直ち

に拒否し、請求人の意見陳述を強く求めました。今後、審査会と具体的な持ち方について調整したうえで、口頭
意見陳述を行うことになります。

全道いっせい行動」宣伝箇所４．１５「年金支給日
札幌 北 １０時半～ 麻生ダイエー前 室 蘭 １１時～ 中島アイランド
札幌 東 １０時半～ 東区役所前 西胆振 １０時～ 伊達ＪＡ前
札幌白石 １０時半～ 地下鉄菊水駅 日 高 街頭宣伝
札幌厚別 １０時～ 新札幌サンピアザ 岩見沢 ９時～ 道銀本店前
札幌豊平 １０時～ 北洋平岸店前 美 唄 １０時～ コア美唄
札幌清田 １０時半～ 西友清田前 砂 川 １４時～ 新砂川農協前
札幌 南 １１時～ 真駒内北洋銀前 滝 川 １３時～ 三番館前
札幌 西 １０時～ 地下鉄琴似前 深 川 １０時～ 郵便局本局前
札幌手稲 １２時半～ ＪＲ手稲駅北口 旭 川 １３時～ ２条買物公園
当 別 ８時４５分 北洋銀前 名 寄 ９時～ 郵便局本局前
江 別 １０時～ 北洋銀野幌店前 士 別 １１時～ ビックハウス前
北広島 １０時半 北広島駅前 稚 内 １３時～ 信金本店前
小 樽 １１時～ 北洋銀本店前 釧 路 １３時～ 和商市場前
余 市 ９時～ 北海信金前 十 勝 １３時～ 藤丸デパート前
函 館 １３時半～ 五稜郭北洋銀前 北 見 １３時～ ＪＲ北見駅前
檜 山 街頭宣伝 網 走 １２時半～ 街頭宣伝・署名

検討中～赤平・歌志内、留萌苫小牧 １０時～ 川沿苫小牧信金前など
札幌中央 ４月２２日（水）１２時～ 大通１１丁目バス停
遠軽 ４月１１日（土） 団地署名行動

札幌市中心街大宣伝行動
４月１５日（水） １２：３０～１３：１５

「池内デパート」前交差点（札幌市南１西２）
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